
川崎市立学校特別開放施設の使用に関する規則

の一部を改正する規則の制定について



川崎市立学校特別開放施設の使用に関する規則の一部を改正する規則（

案） 

川崎市立学校特別開放施設の使用に関する規則（平成１９年川崎市教育委員

会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第４条、第７条関係） 

１ 土橋小学校  

区分 

午 前 午 後 夜 間 全 日 

９時～12時 １時～５時 
５時30分 

～９時 
９時～９時 

多目的ホール 2,640円 3,740円 4,840円 11,220円

２ 犬蔵中学校 

 区分 

午 前 午 後 夜 間 全 日 

９時～12時 １時～５時 
６時～９時 

30分 

９時～９時 

30分 

格技室 1,320円 2,530円 2,640円 6,490円

３ 生田中学校  

区分 

午 前 午 後 夜 間 全 日 

９時～12時 １時～５時 
５時30分 

～９時 
９時～９時 

特別創

作活動

センタ

ー 

陶芸室 1,430円 1,760円 2,420円 5,610円

美術工芸室 1,430円 1,760円 2,420円 5,610円

料理室 1,430円 1,760円 2,310円 5,500円

会議室 1,210円 1,430円 1,870円 4,510円

和室 1,210円 1,430円 1,870円 4,510円

附 則 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使

用料については、なお従前の例による。 
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制 定 理 由 

特別開放施設の使用料を改定するため、この規則を制定するものである。 
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川崎市立学校特別開放施設の使用に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市立学校特別開放施設の使用に関する規則 ○川崎市立学校特別開放施設の使用に関する規則 

平成19年１月18日教委規則第１号 平成19年１月18日教委規則第１号

（第１条～第２０条 略） 

別表（第４条、第７条関係） 

（第１条～第２０条 略） 

別表（第４条、第７条関係） 

１ 土橋小学校 １ 土橋小学校 

区分 

午前 午後 夜間 全日 

区分 

午前 午後 夜間 全日 

９時～12時 １時～５時
５時30分～

９時 
９時～９時 ９時～12時 １時～５時

５時30分～

９時 
９時～９時

 多目的ホール 2,640円 3,740円 4,840円 11,220円 多目的ホール 2,400円 3,400円 4,400円 10,200円

２ 犬蔵中学校 ２ 犬蔵中学校 

区分 

午前 午後 夜間 全日 

区分 

午前 午後 夜間 全日 

９時～12時 １時～５時
６時～９時

30分 

９時～９時

30分 
９時～12時 １時～５時

６時～９時

30分 

９時～９時

30分 

 格技室 1,320円 2,530円 2,640円 6,490円 格技室 1,200円 2,300円 2,400円 5,900円

３ 生田中学校 ３ 生田中学校 

区分 

午前 午後 夜間 全日 

区分 

午前 午後 夜間 全日 

９時～12時 １時～５時
５時30分～

９時 
９時～９時 ９時～12時 １時～５時

５時30分～

９時 
９時～９時

特別創

作活動

センタ

ー 

陶芸室 1,430円 1,760円 2,420円 5,610円 特別創

作活動

センタ

ー 

陶芸室 1,300円 1,600円 2,200円 5,100円

美術工芸室 1,430円 1,760円 2,420円 5,610円 美術工芸室 1,300円 1,600円 2,200円 5,100円

料理室 1,430円 1,760円 2,310円 5,500円 料理室 1,300円 1,600円 2,100円 5,000円

会議室 1,210円 1,430円 1,870円 4,510円 会議室 1,100円 1,300円 1,700円 4,100円

和室 1,210円 1,430円 1,870円 4,510円 和室 1,100円 1,300円 1,700円 4,100円
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